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１ 法律改正に伴う取り扱いの変更について 
 

A 令和６年度の基準省令等の改正について 

（１） 義務化した基準や減算関係 
 

詳細については、基準省令の解釈通知（「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

について（平成 18 年 12 月６日障発第 1206001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

通知）」）を確認してください。 

 
また、下記１～５のそれぞれの取組みにおいて、【関係資料（別添）】も参考のうえ、適正

な運営をお願いします。 

１ 障がい者虐待防止のための取組み（令和４年４月から義務化・令和６年４月から減算） 

(1) 虐待防止委員会の設置、開催及び周知徹底 

事業所における虐待の未然防止や虐待事案発生時の検証及び再発防止策の検討等を行う委員

会（＝虐待防止委員会）を設置のうえ同委員会を年1回以上開催し、その検討結果について従

業者に周知徹底すること。 

＊ 身体拘束等適正化委員会と一体的に設置・運営することも可能。 

＊ 事業所単位でなく、法人単位での委員会設置も可能。 

 

(2) 従業者への研修実施 

虐待防止のための研修を年 1回以上（新規採用職員は必須）実施すること。 

＊ 研修の実施内容について記録すること。 

＊ 研修は、職員研修施設、協議会、基幹相談支援センターが実施する研修に事業所が

参加することでも可能。ただし、研修内容を必ず事業所内で共有すること。 

 

(3) 虐待の防止等のための担当者の配置 

虐待防止委員会の開催・その結果の従業員への周知、虐待防止のための研修を適切に行うた

めの担当者（＝虐待に関する担当者）を、計画相談支援員等から配置すること。 

 

(4) 運営規程への明記 

虐待の防止のための措置に関する事項として、次の内容を運営規程に定めること。 

  ア 虐待に関する担当者の選定 

  イ 成年後見制度の利用支援 

  ウ 苦情解決体制の整備 

  エ 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施 

  オ 虐待防止委員会の設置等に関すること（定期的な開催・従業者への周知徹底） 
 

★未実施の場合：所定単位数の１％を減算 
 

【関係資料（別添）】 

◆ 「障がい福祉サービス事業所等に義務化されている取組みの実施状況調査」資料一式 

◆ 「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」 

◆ 「障害者虐待防止の理解と対応」
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２ 感染症の発生及びまん延防止に関する取組み（令和６年４月から義務化） 

(1) 感染対策委員会設置・周知徹底 

事業所における「感染症の予防及びまん延防止」のための対策を検討する委員会（＝感染対

策委員会）を、「訪問・相談系サービス」はおおむね６月に１回以上、「施設・居住・通所系

サービス」はおおむね３月に１回以上（感染症が流行する時期等は必要に応じて随時）開催

し、その結果を従業者に周知徹底すること。 

 

＊ 感染対策委員会の設置・運営については、関係する職種や取扱う事項等が相互に関

係が深いと認められる他の会議体を設置している場合、一体とすることも可能。 

 

＊ 【訪問・相談系サービス】：居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者

等包括支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、就労定着支援、自立生活援

助 
 

＊ 【施設・居住・通所系サービス】：障害者支援施設（施設入所支援のほか、障害者支援施

設が行う各サービスを含む）、療養介護、共同生活援助、生活介護、短期入所、自立訓

練、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型 
 

(2) 指針の整備 

「感染症の予防及びまん延防止」のための指針として、次の項目を盛り込んだものを整備す

ること。 

平常時の取組 感染症発生時の対応 

・事業所内の衛生管理（環境整備等） 

・支援にかかる感染対策（手洗いや使い捨

て手袋の使用、マスクの着用、事業所の

換気等といった基本的な予防策） 

・発生状況の把握 

・感染拡大の防止措置 

・医療機関、市保健所、障がい福祉課等関

係機関への報告、連携 

 

(3) 研修や訓練（シミュレーション）の定期的な実施 

① 研修の実施 

「感染症の予防及びまん延防止」のための研修を、「訪問・相談系サービス」は年１回以

上、「施設・居住・通所系サービス」は年２回以上実施すること。（新規採用職員は必須） 

＊ 研修の実施内容は記録すること。 

＊ 感染症発生時の業務継続計画に係る研修と一体的に実施することも可能。 

 

② 訓練（シミュレーション）の実施 

感染症発生時を想定し、感染対策（防護服の着用等）を講じたうえでの相談支援の実演

等といった訓練（シミュレーション）を「訪問・相談系サービス」は年１回以上、「施設・

居住・通所系サービス」は年２回以上、行い、事業所内の役割分担や一連の手順を確認す

ること。 

＊ 感染症の業務継続に係る訓練と一体的に実施することも可能。 

＊ 訓練の実施方法は机上や実地の別を問わないものの、机上と実地を組み合わせなが

ら実施することが効果的である。 

 

【関係資料（別添）】 

◆障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル 

 ◆社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について（その２）（一部改正） 

◆障害福祉サービス事業所等における感染対策指針作成の手引き

◆「令和３年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ」の感染症対策に係る箇所 
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３ 業務継続に向けた取組み（令和６年４月から義務化・令和６年４月から減算※経過措置あり） 

＊ 業務継続計画の策定・研修及び訓練の実施については、他のサービス事業者（グループ

法人や連携法人）との連携により行うことも可能。 

 

(1) 業務継続計画の策定・周知徹底 

感染症や災害が発生した場合であっても、必要なサービスが継続的に提供できるよう、次の

項目を盛り込んだ業務継続計画を策定し、その結果を従業者に周知徹底すること。 

感染症に関する項目 災害に関する項目 

・平時からの備え（業務体制、感染症防止

に向けた取組みの実施、衛生用品等消耗

品の確保等） 

・初動対応（業務継続計画発動基準） 

・感染拡大防止体制の確立（区保健所との

連携、発症者及び濃厚接触者への対応、

関係機関との情報共有等） 

・平時からの備え（建物や設備の安全対

策、ライフライン停止時の対策、備蓄品

等の確保） 

・初動対応（業務継続計画発動基準） 

・業務継続体制の確立（他施設等の応援体

制、地域との連携等） 

 

(2) 研修や訓練（シミュレーション）の定期的な実施 

① 研修の実施 

感染症及び災害の発生時の業務継続計画に係る具体的な内容について、障害者支援施設

（施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む）は年２回以上、その他

の障害福祉サービスは年１回以上 研修を実施（新規採用時にも実施することが望ましい）

すること。 

   

＊ 研修の実施内容は記録すること。 

＊ 感染症発生時の業務継続計画に係る研修は、「感染症の予防及びまん延防止」の研修

と一体的に実施することも可能。 

＊ 【施設・居住系サービス】：療養介護、障害者支援施設（施設入所支援のほか、障害者支

援施設が行う各サービスを含む）、共同生活援助、宿泊型自立訓練、 
 

＊ 【訪問・相談・通所系サービス】：居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度

障害者包括支援、短期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓練、就労移行支援、就労

継続支援、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援 

 

② 訓練（シミュレーション）の実施 

感染症や災害発生時を想定し、継続する業務のオぺレーションを行うといった訓練（シ

ミュレーション）を障害者支援施設（施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サー

ビスを含む）は年２回以上、その他の障害福祉サービスは年１回以上 行い、事業所内の役

割分担や一連の手順を確認すること。 

 

＊ 感染症発生時の業務継続計画に係る訓練は、「感染症の予防及びまん延防止」の訓練

と一体的に実施することも可能。 

＊ 訓練の実施方法は机上や実地の別を問わないものの、机上と実地を組み合わせなが

ら実施することが効果的である。 

 

(3) 業務継続計画の定期的な見直し 

業務継続計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更すること。 

 

★未策定の場合：所定単位数の３％減算 【施設・居住系サービス】 

       ：所定単位数の１％減算 【訪問・相談・通所系サービス】 
＊ 訪問・相談系サービスは令和７年３月末までの間減算適用をしない。（居宅介護、重度訪問

介護、同行援護、行動援護、重度障害者包括支援、自立生活援助、就労定着支援、計画相談

支援、地域移行支援、地域定着支援） 
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【関係資料（別添）】 

◆「令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ」 

◆「障がい福祉サービス事業所等に義務化されている取組みの実施状況調査」資料一式 

◆障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイド

ライン 

◆新型コロナウイルス感染症 BCP ひな形 

◆新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン（様式ツール集） 

◆障害福祉サービス事業所等 における自然災害発生時の業務継続ガイドライン 

◆自然災害発生時における業務継続計画（ひな形） 

 

４ 情報公表未報告減算（令和６年４月から減算） 

〇概要 

利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観

点から、障害福祉サービス等情報公表システム上、未報告となっている場合に所定単位数を

減算する。 

 

★未報告の場合：所定単位数の 10％減算【施設・居住系サービス】 

：所定単位数の 5％減算 【訪問・相談・通所系サービス】 

 

＊ 【施設・居住系サービス】：療養介護、障害者支援施設（施設入所支援のほか、障害者支

援施設が行う各サービスを含む）、共同生活援助、宿泊型自立訓練 
 

＊ 【訪問・相談・通所系サービス】：居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度

障害者包括支援、短期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓練（宿泊型は除く）、就労

移行支援、就労継続支援、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援 

 

【関係資料（別添）】 

◆「令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ」 

◆「障がい福祉サービス事業所等に義務化されている取組みの実施状況調査」資料一式 

◆本事業者等説明会資料：「障害福祉サービス等情報公表制度」  

 

５ 障がい者の意思決定支援を推進するための方策（令和６年４月から適用） 

(1) 障がい者の意思決定支援を推進するため、指定基準等に以下の規定を追加。 

①取扱方針 

・事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意

思決定の支援に配慮するよう努めなければならない。 

 

②サービス等利用計画・居宅介護計画等の作成等・同性介助等 

・利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が自立した日常生活を

営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。 

・利用者の希望する生活や課題等の把握に当たり、利用者が自ら意思を決定することに困難

を抱える場合には、適切に意思決定支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判

断能力等について丁寧に把握しなければならない。 

・相談支援専門員やサービス提供責任者が行うサービス担当者会議・個別支援会議につい

て、利用者本人が参加するものとし、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認す

る。  

＊ 個別支援計画については、相談支援事業者にも交付しなければならない。（義務化） 

 

・本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス管理責任者等がサービス提供に

関する本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に

努めるべきものであること。なお、把握した本人の意向については、サービス提供記録や
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面談記録等に記録するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保につい

て、人員体制の見直し等を含め必要な検討を行った結果、人員体制の確保等の観点から十

分に対応することが難しい場合には、その旨を利用者に対して丁寧に説明を行い、理解を

得るよう努めること。【指定基準の解釈通知】  

 

③サービス提供責任者等の責務 

・利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱

える場合には、適切に利用者への意思決定支援が行われるよう努めなければならない。 

 

＊ 詳細は P23「意思決定支援ガイドラインについて」を参照 
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（２） テレワークに関する留意事項について（下記通知参照） 
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B「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時

的な取扱い」等の廃止について（下記通知参照） 
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C 文書の取扱いについて（電磁的記録・電磁的方法） 

・記録の作成・保存等については、令和３年７月１日より、原則として電磁的な

対応が可能となっている。 

・運営指導の際、電磁的記録についてはパソコンなどの端末から支援内容等の確

認を行うこととするため、パソコンなどによる閲覧可能な状況とすること。 

・また、必要に応じて記録の提出を求めることがあるため、出力できるようにし

ておくこと。

【例外】電磁的な対応不可 

 受給者証に関するもの 

（契約支給量など受給者証に記載することが基準上定められている文書） 

交付、説明、同意、締結など相手方の意思確認等を伴う文書

（申込書、説明書類、同意に係る書類、契約書、領収証、サービス等利用計画、

モニタリング実施記録票など） 

②については、相手方の承諾を得た場合は電磁的方法によることができる。 

＊ 電磁的方法による交付の場合は、相手方が出力できるデータであること。 

＊ 電磁的方法による同意は、電子メールにより相手方が同意の意思表示をした場

合等が考えられる。

実績記録票等の確認も、電子署名や電子認証サービスを活用（利用時のログイン

ID・日時や認証結果などを記録・保存できるサービスを含む。）し、利用者本人に

よる確認が担保できる場合は、電磁的方法によることができる。

＊ 電磁的方法による締結は、契約関係を明確にする観点から、記名押印に代えて

電子署名を活用することが望ましい。 

電磁的方法による同意・締結については「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６

月 19 日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にすること。 

 

【関係資料】 

・ 押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月 19 日内閣府・法務省・経済産業省） 
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D 個人情報保護法の改正（令和４年４月１日施行）について 

 

個人情報保護法の改正により、下記の項目は法人の義務となっていますのでご注

意ください（次ページチラシを参照）。 

 

１ 漏えい等報告、本人への通知の義務化 

 要配慮個人情報（※）等の漏えい等の事案が発生した場合、又は発生したおそれ

がある場合は、個人の権利や利益を侵害するおそれが大きいため、個人情報取扱事

業者は、速やかに（概ね３～５日以内）個人情報保護委員会に報告し、本人へ通知

しなければなりません。 

 

【※要配慮個人情報】 

 個人情報の中には、他人に公開されることで、本人が不当な差別や偏見などの不

利益を被らないようにその取扱いに特に配慮すべき情報があります。例えば、次の

ような個人情報は、「要配慮個人情報」として、取扱いに特に配慮しなければなりま

せん。 

 

 人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により被害を被った事実のほ

か、身体障がい、知的障がい、精神障がいなどの障がいがあること の記述などが含

まれる個人情報 

 

２ 個人情報保護法に関する相談先 

  個人情報保護法相談ダイヤル 

   電話番号 03-6457-9849 

   受付時間 平日 9：30～17：30（土日・祝日・年末年始は休業） 

 

ＰＰＣ質問チャット  https://2020chat.ppc.go.jp/ 
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２ 計画相談支援の実施状況等について 

平成 27(2015)年４月から、全ての障がい福祉サービス及び地域相談支援申請者が

サービス等利用計画作成の対象となりました。 

計画相談支援は、障がい児・者の自立した生活を支えるために、その抱える課題

の解決や適切なサービス利用に向け、アセスメント、計画作成、モニタリングのプ

ロセスを通じ、きめ細かく継続的な支援を行うものです。 

   

＜計画相談支援のプロセス＞ 

 

 

 

３ 相談支援従事者初任者研修等について 
障がい者のきめ細やかな支援のために、相談支援体制の充実と相談支援の質の向

上が求められており、令和６年度も引き続き、相談支援専門員の増員が必要な状況

です。 

例年、福岡県の相談支援従事者初任者研修※１は、年２回実施※２されているため、 

相談支援専門員の資格要件を満たす従事者がいる事業所においては、従事者の研修

受講についてご協力をお願いします。 

なお、相談支援専門員としての技能を高め、引き続き従事するためには、相談支

援従事者初任者研修を修了した年度の翌年度を初年度として、５年の間に相談支援

従事者現任研修を修了する必要があります。 

 

※１…令和元年９月から相談支援専門員研修制度が見直され、現任研修の受講要

件として、受講開始日前５年間に２年以上の相談支援の実務経験があること

又は相談支援従事者現任研修を修了し、現に相談支援業務に従事しているこ

とが加えられましたので、現任研修受講対象者の方はご留意ください。 

※２…令和６年度は、前期及び後期ともに申込受付を終了しております。 

 

 

相談支援従事者初任者研修の詳細は、下記福岡県ホームページを参照してください。 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/soudansabijikankensyu.html 
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４ 計画相談支援給付費の請求について 
下記の報酬告示及び留意事項通知等に、計画相談支援給付費の算定に関する

基準等が規定されていますので、必ずご確認ください。 

＜報酬告示＞ 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計

画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準 
（平成 24 年厚生労働省告示第 125 号) 

＜留意事項通知＞ 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障

害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関

する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について 
（平成 18 年 10 月 31 日障発第 1031001 号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知） 

 

（１）サービス利用支援（計画作成）費の請求要件 

  次のいずれかを満たさない場合、サービス利用支援費を算定できません。 

◆ サービス等利用計画の作成に当たってのアセスメントに係る利用者の

居宅等への訪問による利用者及びその家族への面接等 

◆ サービス等利用計画案及びサービス等利用計画の利用者又はその家族

への説明並びに利用者又は障がい児の保護者による同意 

◆ サービス等利用計画案及びサービス等利用計画の利用者又は障がい児

の保護者及び担当者への交付 

◆ サービス担当者会議の開催等による担当者への説明及び専門的な意見

の聴取 

 

※ ②③④⑦⑧⑨をすべて行わなければ、請求要件を満たしません。 

※ 「サービス等利用計画を作成した日」の属する月分として報酬を請求し

てください。 

※ アセスメントは、利用者の居宅等を訪問し、面接することが必要です。 

※ 居宅等：利用者の自宅、障がい者支援施設等又は精神科病院 

※ 通所先でのアセスメントでは請求要件を満たしません。 

※ サービス担当者会議の実施場所は特段の規定はありません。相談支援事

業所の相談室等でも可能です。 

※ サービス提供事業所が決まっていなければ、サービス等利用計画は作成

できません。 



 

18 

 

（２）継続サービス利用支援（モニタリング）費の請求要件 

次を満たさない場合は、継続サービス利用支援費を算定できません。 

◆ 利用者の居宅等への訪問による利用者又は障がい児の保護者への面接等 

 

※ モニタリングは、サービス等利用計画の効果検証及び見直しのために行

うものであり、サービス等利用計画を作成していなければ実施できません。 

※ 指定特定相談支援事業者以外の者がサービス等利用計画を作成した場合

は、継続サービス利用支援の対象外です。 

※ モニタリングは、利用者の居宅等を訪問し、面接することが必要です。 

   ※ 居宅等：利用者の自宅、障がい者支援施設等又は精神科病院 

※ 報酬は、「モニタリング実施日」の属する月分として請求してください。

（「モニタリング実施日」＝「利用者の居宅等を訪問した日」） 

※ モニタリングを実施した結果、新たな支給決定または支給決定の変更の 

ためにサービス等利用計画の作成といった一連の流れで計画作成を行った 

場合は、サービス利用支援費のみ請求が可能です。 

※ モニタリング月ではない月にモニタリングを実施しても、継続サービス

利用支援費の請求はできません。 
 

 

５ 計画相談支援実施の留意事項について 
指定特定相談支援事業所の運営等については、基準省令及び解釈通知の規定

等を順守してください。 

＜基準省令＞ 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計

画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 
（平成 24 年３月 13 日厚生労働省令第 28 号） 

＜解釈通知＞ 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計

画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について」 
（平成 24 年３月 30 日厚生労働省通知障発 0330 第 22 号） 

なお、指定特定相談支援事業所の運営指導において、これまで複数の事業所に

指導した主な内容は下記のとおりです。 

（１）記録の整備に関する事項 

事業所は、いずれの書類も５年間保管する必要があります。 

なお、誤りの多かった記録は次のとおりです。 

① 個別の利用者ごとの支援記録 

【支援記録の例】 

◆ 利用者、障がい福祉サービス提供事業者等との連絡調整など実施した

支援内容に関する記録 

◆ サービス等利用計画案及びサービス等利用計画（利用者の署名漏れ、

日付誤り等） 

◆ アセスメントの記録 

◆ サービス担当者会議の記録 

◆ モニタリング結果の記録 

② 相談支援事業者に対する苦情の内容等に関する記録 

③ 事故発生時の状況及び処置状況に関する記録 
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④ モニタリング実施記録票において、モニタリングの日時や実施場所、利

用者の署名欄が空欄のものが散見されます。 

 

（２）計画相談支援給付費の代理受領通知に関する事項 

事業所は、計画相談支援給付費の法定代理受領をした際に利用者等にその額を

通知し、通知の控えを５年間保管する必要があります。 

 

（３）計画相談支援費に関する事項 

モニタリングの結果、支給決定の更新や支給内容の変更を行った場合は、サー

ビス利用支援費のみ請求となります。（上記４(２)のとおり） 

なお、サービス等利用計画に係る軽微な変更（サービス提供日時の変更やサー

ビス提供事業所の変更）は、サービス利用支援費の請求には該当しません。 

 

（４）サービス提供時モニタリング加算に関する事項 

  サービスの提供現場を直接確認した記録が無いにもかかわらず、継続サービス

利用支援費の請求に合わせて算定されているケースが散見されますが、当該加算

は継続サービス利用支援費にかかるモニタリングを行っただけでは算定できない

ことにご留意ください。。 

 ※ 算定要件に関しては 38 ページを参照。 

 

（４）変更届出に関する事項 

各種変更の届出遅延が散見されます。 

変更の届出期日は、その内容によって異なりますのでご留意ください。 

【変更の届出期日の例】 

◆ 管理者及び相談支援専門員等の変更→変更のあった日から 10 日以内 

◆ 事業所所在地の変更→変更しようとする月の前月１日 

 

（５）サービス提供拒否の禁止、困難時の対応に関する事項 

指定特定相談支援事業者は、利用者からの支援の範囲を超えた要求を受けた場

合等、正当な理由がなく計画相談支援の提供を拒むことはできません。また、自

ら適切な計画相談支援の提供が困難な場合は、他の適当な事業者の紹介等を行う

必要があります。 

 

（６）他の事業所等を兼務する相談支援専門員によるモニタリングに関する事項 

障がい福祉サービス事業所等の業務を兼務する相談支援専門員は、当該事業所

との中立性等の観点から、原則、その事業所等の利用者に対するモニタリングは

できません。 

また、法人の代表者が相談支援専門員である場合、指定特定相談支援事業所以

外の福祉サービス事業所の管理者や指導員といった業務との兼務がなくとも、事

務所の設置者としてサービス事業所に関与するとみなされ、同一法人が設置する

福祉サービス事業所の利用者に対するモニタリングについてもできません。 

 

【補足】相談支援専門員の兼務について 

相談支援専門員の主な兼務は下記の表をご参照ください。 

他の障がい福祉サービスとの兼務については、サービスにより可否が異なりま

すので、兼務先の要件を必ずご確認ください。 
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兼務内容 

（サービス・事業所） 
勤務時間 勤務形態 モニタリング  

同一敷地内の 

・指定特定相談支援事業所 

・指定一般相談支援事業所 

・指定障がい児相談支援事

業所 

・指定自立生活援助事業所 

合算可能 常勤兼務 可能 

機能強化型を取得して

いる事業所で、専従要

件がある職員も兼務可

能。 

上記以外 

（施設系・居住系・訪問系

サービス） 

兼務先と

按分 

非常勤専従 

または兼務 
不可 

各種加算で専従要件が

ある職員は兼務不可。

訪問系サービスの支援

員は兼務不可。 

６ サービス等利用計画を作成するにあたっての注意事項について 
 

（１）現在提出されているサービス等利用計画（以下、「計画」という。）の問題点 

◆ 利用者の環境変化があるにも関わらず、何年も同じ計画が提出されている。 

◆ 各障がい福祉サービスで利用できる時間や日数を越えた計画になっている。 

  ◆ 各障がい福祉サービスで認められていない支援内容を記載している。 

  ◆ 支援目標と本人の役割が混同し、サービス提供事業所が個別支援計画を立て

られない。 

  ◆ 計画に記載されている情報が少なく、個別支援計画を立てる際の参考資料と

して不十分なものになっている。 

 

  区役所やサービス提供事業所にとって、真に必要なサービスなのか、サービス

の提供目的が不明確な計画を作成している事業所が散見されるため、注意してく

ださい。 

 

（２）相談支援専門員が計画を作成する目的 

 計画相談支援は、利用者の心身の状況や環境、利用者等の選択に基づいて、多様

な事業者から、適切なサービスが総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行わ

れるべきものです。そのため、相談支援専門員は利用者の状況を正確に把握すると

ともに、必要な支援の種類や量が関係者に伝わる計画案及び本計画を作成する必要

があります。 

 

（３）計画作成時の注意点 

注意事項を次ページに整理していますので、必ず確認してください。 
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意思決定支援ガイドラインについて 

趣旨 

 相談支援の現場において意思決定支援がより具体的に行われるための基本的な考

え方や姿勢・方法・配慮されるべき事項等整理し、サービスを提供する際に必要と

される意思決定支援の枠組みを示し、障がい者の意思を尊重した質の高いサービス

の提供に資することを目的とする。 

 

意思決定を構成する要素 

（１）本人の判断力 

   施設から地域生活への移行等住まいの場の選択について、意思決定支援が必

要。意思決定支援を進める上で、慎重なアセスメントが重要となる。 

（２）意思決定支援が必要な場面 

 ① 日常生活における場面 

   食事・衣服の選択・外出・入浴等基本的生活習慣に関する場面や複数用意さ

れた余暇活動プログラムの参加の選択 

 ② 社会生活における場面 

   自宅からグループホームや入所施設等に住まいの場を移す場面や、入所施設

からグループホームに住まいを替える、グループホームから一人暮らしに移行

する場面等。 

 ③ 人的・物理的環境による影響 

  人的：意思決定支援に関わる職員が、本人の意思を尊重しようする態度で接し

ているか。本人と信頼関係を築けているか。 

  環境：慣れない場所で意思決定支援が行われた場合、本人が過度に緊張してし

まい、普段通りの意思表示ができない。 

 

意思決定支援の枠組みを構成する要素 

（１）意思決定責任者の配置 

   意思決定支援計画作成に中心的に関わり、意思決定支援会議を企画・構成す 

  るなど、意思決定支援を適切に進めるために、枠組みを作る役割を担う意思決 

  定責任者を配置することが望ましい。また、意思決定責任者は、相談支援専門 

  員とその役割が重複するものである。 

 ※意思決定責任者の配置に関わる変更届の提出は不要。 

（２）意思決定支援会議の開催 

   本人参加の下で、アセスメントで得られた意思決定が必要な事項に関する情

報や意思決定支援会議の参加者が得ている情報を持ち寄り、本人の意思を確認

したり、意思及び選好を推定したり、最善の利益を検討する。サービス担当者

会議と一体的に実施することが考えられる。 

（３）意思決定が反映されたサービス等利用計画の作成 

   意思決定支援によって確認又は推定された本人の意思や、本人の最善の利益

と判断された内容を反映したサービス等利用計画を作成し、本人の意思決定に

基づくサービスの提供を行う。 

（４）モニタリングと評価及び見直し 

   意思決定の結果を反映したサービス等利用計画に基づくサービス提供を開始

した後の本人の様子や生活の変化について把握するとともに、その結果、本人

の生活の満足度を高めたか等について評価を行い、記録を残すことで、次に意

思決定支援を行う際に、見直しに繋げる。 

 

意思決定支援における意思疎通と合理的配慮 
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  意思決定に必要だと考えられる情報を本人が十分理解し、保持し、比較し、実 

 際の決定に活用できるよう配慮をもって説明し、決定したことの結果起こり得る 

 こと等を含めた情報を可能な限り本人が理解できるよう、意思疎通における合理 

 的配慮を行う。 

 

意思決定支援の根拠となる資料の作成 

  本人のこれまでの生活環境や生活史、家族関係、人間関係、嗜好等の情報把握 

しておく必要がある。また、意思決定支援の内容と結果における判断根拠やそれ 

に基づく支援を行った結果について記録を残しておく。 

 

職員の知識・技術の向上 

  意思決定支援の意義や知識の定着及び技術等の向上への取組みを促進させるこ

とが重要である。具体的には、ガイドラインを活用した研修、意思決定支援に関

する事例検討等 

 

関係者・関係機関との連携 

  意思決定責任者は、事業者、家族や成年後見人等の他、関係者等と連携して意

思決定支援を進める。具体的には、協議会を活用する等、地域における連携の仕

組みづくりを行い、意思決定支援会議に関係者等が参加するための体制整備を進

める。 

 

本人と家族等に対する説明責任等 

  意思決定支援計画、意思決定支援会議の内容についての丁寧な説明を行う。ま

た、苦情解決の手順等の重要事項についても説明する。本人や家族等からの苦情

には、意思決定責任者、苦情受付担当者、苦情解決責任者、第三者委員と協働し

て対応に当たる。 

 

意思決定が必要な場面 

サービスの選択・居住の場の選択等 

 

 

 

本人が自ら意思決定できるよう支援 

 

 

 

意思決定支援責任者の選任とアセスメント 

 

 

 

意思決定支援会議の開催 

 

 

 

意思決定の結果を反映したサービス等利用計画の作成 

 
「障害福祉サービスの利用等にあたっての意思決定支援ガイドラインについて障発 0331 第 15 号」 
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７ 運営基準について 
（１）人員基準 

  ① 管理者１名 

原則は常勤専従ですが、支障がない場合に限り、同一事業所内または他事業

所と兼務が可能です。 

ただし、合計で３職種以上の兼務となる場合、兼務先での要件を満たさなく

なることがありますので注意してください。 

【兼務要件を満たさなくなる場合】 

特定相談支援事業所の管理者と相談支援専門員を兼務している人が、訪問

系サービス事業所の管理者を兼務することなど。 

 

  ② 相談支援専門員１名以上 

   原則は常勤専従ですが、支障がない場合に限り、同一事業所内または他事業

所と兼務が可能です。同一敷地内の指定一般相談支援事業所、指定障がい児相

談支援事業所、指定自立生活援助事業所については支障がないものとして認め

ます。 

 

  ③ 相談支援員 

   配置される相談支援員については、専ら当該指定特定相談支援事業所の職務

に従事する者であって、社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者であ

ることが必要です。また、原則として、サービス提供時間帯を通して当該サー

ビス以外の業務に従事させてはいけません。ただし、同一敷地内の指定一般相

談支援事業所、指定障がい児相談支援事業所、指定自立生活援助事業所その他

これに類する業務に従事させることはできます。 

  ※ これに類する業務とは、基幹相談支援センター及び障害者相談支援事業等

の業務。 

   下記のいずれも満たす場合は、相談支援員を置くことができる。 

  １.当該指定特定相談支援事業所が機能強化型サービス利用支援費の算定要件を

満たしていること。 

  ２.当該指定特定相談支援事業所に配置される主任相談支援専門員により、相談

支援員に対して、下記のいずれも満たす体制が整備されていること。 

・利用者に関する情報又はサービスに提供に当たっての留意事項に係る伝達

等を目的とした会議の開催。 

・全ての相談支援員に対する主任相談支援専門員の同行による研修の継続的

な実施。 

・当該相談支援事業所のすべての相談支援員に対する、地域づくり、人材育

成、困難事例への対応などサービスの総合的かつ適切な利用支援等の援助

技術の向上を目的とした指導・助言 

 

（２）設備基準 

  ① 事務室 

   他事業所と部屋を共有することは可能ですが、それぞれの事務スペースをパ

ーテーション等で間仕切るといった区分をしてください。 

ただし、上記のような区分が困難な場合、相談支援事業を行うための区画が

明確に特定できるようレイアウト図等に示すなどがされていれば足りるものと

します。 
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  ② 受付等のスペース（相談室） 

   利用者の導線等は適切な広さを確保し、利用しやすい構造としてください。 

また、相談室は、他者に聞き及ばないように必要に応じて仕切り等を設ける

など、個人情報に配慮してください。 

 

  ③ 従たる事業所 

   次のア及びイの要件を満たす場合、主たる事業所の他に従たる事業所を設置

することが可能です。この場合、これらを一つの事業所として指定します。 

   ア 人員及び設備に関する要件 

   （ア）従たる事業所において専従の従業者が１人以上確保されていること。 

   （イ）主たる事業所と従たる事業所の間の距離が概ね 30 分以内で移動可能な

距離であって、相談支援専門員の業務遂行上支障がないこと。 

   （ウ）利用者の支援に支障がない場合は、基準に定める設備の全部または一

部を設けなくても差し支えないこと。 

   イ 運営に関する基準 

   （ア）利用申込みにかかる調整、職員に対する技術指導等が一体的に行われ

ること。 

   （イ）職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されていること。必要時

には随時、主たる事業所と従たる事業所との間で相互支援が行える体制

にあること。 

   （ウ）苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあるこ

と。 

   （エ）事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の

運営規程が定められていること。 

   （オ）人事・給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行わ

れるとともに、主たる事業所と従たる事業所間の会計が一元的に管理さ

れていること。 

   ウ 離島等の特例 

    特別地域に事業所が所在する場合であって、広域で相談支援体制を整備す 

る必要があると各事業所が所在する市町村が認めた場合は、「主たる事業 

所」と「従たる事業所」との間の移動距離が概ね 30 分以上を要する距離の 

場合であっても、同一都道府県内で従たる事業所を設置することを可能と 

する。 
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８ 特定相談支援事業所に対する意見について 
  利用者やサービス提供事業所から寄せられた特定相談支援事業所への意見とし

て多かった内容を掲載しています。 

寄せられた意見の中には、相談支援専門員と利用者、サービス提供事業所で申

し立て内容等が大きく食い違うこともあり、単なる誤解という場合も含まれます

が、各事業所で確認のうえ、適切なサービス提供に努めてください。 

また、相談支援事業所側がきちんと支援を行ったことの証明は、支援記録に頼

ることになりますので、記録の整理をお願いします。 

 

 （１）連絡に関する意見 

◆ 相談支援専門員の外勤が多く連絡が取れない、折り返しの電話がない。 

◆ 架電ができない（着信しない、「使われていない」という案内が流れる）。 

 

    最も多い意見です。電話回線の故障・トラブルの他、市への変更届の提出が

ないために新しい電話番号が事業所一覧に反映されていない場合もあります。

事業所移転等で電話番号が変更となる場合、市への届出を忘れないようにして

ください。 

また、携帯電話への転送や留守番電話が正常に機能しているか定期的に確認

をお願いします。 

 

 （２）サービス等利用計画の内容に関する意見 

    ◆ サービス等利用計画に記載されている利用者の情報が違う。 

◆ サービス提供事業所名や支援時間が誤っている。 

 

     誤字脱字ではなく、事実と異なるという意見です。アセスメントやモニタリン

グ、担当者会議を通じ、利用者の状況把握に努めてください。 

 

 （３）支援計画に係る関係者とのかかわり方への意見 

    ◆ 「サービス提供事業所で決めて」、「詳細は利用者が知っているから」と言

われた。 

 

     サービス担当者会議等で、「自分は関係ない」という立場で話された、とい

う意見です。 

日々の細かい支援内容は、サービス提供事業所が個別支援計画を作成します

が、支援の目標や方向性、全体の調整を行う相談支援専門員も関係者の一員で

す。利用者にとって、より適切な支援となるように、サービス等利用計画の内

容の勘案や意見調整を行ってください。 

また、言葉の言い回しやニュアンスで誤解を招き、トラブルになったケース

もあります。会議や電話連絡時の言動にも注意をお願いします。 

 

 

 （４）モニタリングに関する意見 

    ◆ モニタリングに来ない（長期間訪問や連絡がない）。 

◆ メール１通や極端に短い時間でモニタリングが終了する。 

 

 モニタリングは、利用者の解決すべき課題の変化を把握し、適切な支援が提

供されるように実施することが重要です。 
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 モニタリング時間に関する基準はありませんが、利用者の状況変化は、利用

者に直接サービスを提供する事業所が把握していることも多くあります。この

ため、サービス提供事業所とも緊密な連携を図れるよう、互いの関係構築のた

めに適切な時間を確保し、モニタリングの実施をお願いします。 

 

  （５）契約や引継ぎに関する意見 

    ◆ 相談支援事業所が変わったが再契約をしていない。 

◆ 引継ぎ先の相談支援事業所について知らせがない。 

◆ 移管を受けた利用者の引継ぎがない。 

 

     利用契約は事業所ごとに締結するため、相談支援専門員に変更がない場合で

も相談支援事業所の運営法人が変わった場合は再契約が必要です。ただし、法

人名で契約締結をしており単に事業所名が変わった場合は不要となる場合があ

ります。 

また、相談支援専門員が事業所を退職し、独立して新しい事業所を開設した

際、支援記録が整備されていないまま退職したり、移管した相談支援事業所へ

の引継ぎがないまま連絡が取れなくなったりする事案が多く発生しています。

引継ぎ先の相談支援事業所を利用者に確実に知らせるとともに、移管先の相談

支援事業所との連携や引継ぎを漏れなく行ってください。 

 

  （６）その他利用者の状況に関すること 

    ◆ 利用するサービスとは関係ないような話や質問をされる。 

◆ 他の利用者を例に出された・自分と比較された。 

 

     相談支援として必要な情報であっても、個々で質問の必要性の捉え方が異

なります。利用者等との良好な関係構築のためにも、内容に応じて趣旨を説

明し理解を得るなどに努めてください。 

     また、利用者一人ひとり事情が異なり、本人にとっては他人に知られたく

ないようなセンシティブな内容である場合もあります。個人情報保護の観点

からも他の利用者の話は慎むようにお願いします。 
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９ 基本報酬について 
（１）モニタリング実施標準期間 

サービス等利用計画等の定期的な検証（モニタリング）の標準期間については「別表 

モニタリング実施標準期間」を参照。 

 

（２）基本報酬（機能強化型サービス利用支援費は省略） 

区分 単位数/月 

サービス利用支援費（Ⅰ） （40 件未満） 1,572 

サービス利用支援費（Ⅱ） （40 件以上） 732 

継続サービス利用支援費（Ⅰ） （40 件未満） 1,308 

継続サービス利用支援費（Ⅱ） （40 件以上） 606 

 

（３）サービス利用支援費の（Ⅰ）と（Ⅱ）の区分について 

サービス利用支援費は、次に掲げる区分に応じ、１月分の所定単位数を算定する。 

① サービス利用支援費（Ⅰ） 

    計画相談支援対象障がい者等※１の数（障がい児相談支援と一体的に運営している場

合は、障がい児相談支援対象保護者を含む。）（前６月間の平均値）を、相談支援専門

員の平均員数※２で除して得た数（以下、「取扱件数」という。）のうち、40 未満の部

分に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数（小数点以下は切り捨て） 

② サービス利用支援費（Ⅱ） 

    取扱件数が 40 以上の場合で、取扱件数から 39 を減じた数に、相談支援専門員の平

均員数を乗じて得た数（小数点以下は切り捨て） 

 

※１…障がい福祉サービスの申請を行い、サービス等利用計画案の提出を求められた障 

がい者又は障がい児の保護者 

障がい福祉サービスの支給決定を受けた障がい者又は障がい児の保護者 

※２…指定特定相談支援事業所の相談支援専門員の員数（実人数）の前６月の平均値 

 

（４）継続サービス利用支援費の（Ⅰ）と（Ⅱ）の区分について 
継続サービス利用支援費は、次に掲げる区分に応じ、1 月分の所定単位数を算定する。 

① 継続サービス利用支援費（Ⅰ） 

    取扱件数の 40未満の部分に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数 

② 継続サービス利用支援費（Ⅱ） 

    取扱件数が 40 以上である場合において、当該取扱件数から 39 を減じた数に相談支

援専門員の平均員数を乗じて得た数 

 

（５）サービス利用支援費及び継続サービス利用支援費の割り当てについて 

  サービス利用支援費（Ⅰ）又は（Ⅱ）及び継続サービス利用支援費（Ⅰ）又は（Ⅱ）

の利用者ごとの割り当てに当たっては、利用者の契約日が新しいものから順に、40 件

目（相談支専門員の平均員数が１を超える場合にあっては、40 に相談支援専門員の平

均員数を乗じた件数（小数点以下の端数は切り捨てる。））以降の分について、サービス

利用支援費（Ⅱ）又は継続サービス利用支援費（Ⅱ）を割り当て、それ以外の利用者に

ついて、サービス利用支援費（Ⅰ）又は継続サービス利用支援費（Ⅰ）を割り当てま

す。 

 なお、当該指定特定相談支援事業所が指定障がい児相談支援事業所も一体的に運営し

ている場合は、指定特定相談支援事業所における利用者の契約日が新しいものから順

に割り当て、その後に指定障がい児相談支援事業所の利用者の契約日が新しいものから

順に割り当てます。  



 

30 

 

10 加算について 
（１）機能強化型サービス利用支援費（単独） 

区分・単位数 算定要件 

機能強化型 

サービス利用支援費

（Ⅰ） 

 

２，０１４単位/月 

【要届出】 

①  常勤かつ専従の相談支援専門員を 4 名以上配置し、かつ、そのうち 1 名以上

が相談支援従事者現任研修を修了していること。 

② 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を 

目的とした会議を定期的に開催すること。 

③ 24 時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する 

体制を確保していること。 

④ 指定特定相談支援事業所の新規に採用した全ての相談支援専門員に対し相

談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の同行による研修を実施し

ていること。 

⑤ 基幹相談支援センター等から支援が困難な事例を紹介された場合についても、 

計画相談支援等を提供していること。 

⑥ 基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。 

⑦ 指定特定相談支援事業所においてサービス利用支援又は継続サービス利用

支援を提供する件数（指定障がい児相談支援事業者の指定を併せて受け、一体

的に運営されている場合は、指定障がい児相談支援の利用者を含む。）が 1 月

間において相談支援専門員 1 人あたり 40 件未満であること。 

⑧ 協議会に定期的に参画し、関係機関等の連携の緊密化を図るために必要な取

組を実施していること。 

⑨ 基幹相談支援センターが行う地域の相談支援体制の強化の取組に参画してい

ること。 

機能強化型 

サービス利用支援費

（Ⅱ） 

１，９１４単位/月 

【要届出】 

① 常勤かつ専従の相談支援専門員を３名以上配置し、かつ、そのうち 1 名以上が

相談支援従事者現任研修を修了していること。 

② 機能強化型サービス支援費（Ⅰ）の②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨の要件を満

たすこと。 

 

機能強化型 

サービス利用支援費

（Ⅲ） 

１，８２２単位/月 

【要届出】 

① 常勤かつ専従の相談支援専門員２名以上配置し、かつ、そのうち 1 名以上が相

談支援従事者現任研修を修了していること。 

② 機能強化型サービス支援費（Ⅰ）の②、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨の要件を満たす

こと。 

機能強化型 

サービス利用支援費

（Ⅳ） 

１，６７２単位/月 

【要届出】 

① 専従の相談支援専門員を２名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が常勤専従

かつ相談支援従事者現任研修を修了していること。  

② 機能強化型サービス支援費（Ⅰ）の②、④、⑤、⑥、⑦の要件を満たすこと。 

 

※ 機能強化型サービス利用支援費を取得した特定相談支援事業所は、毎月末までに、基

準の遵守状況に関する所定の様式を作成し、５年間保存する必要があります（標準様式

は福岡市ＨＰに掲載しております）。 

※ 機能強化型継続サービス利用支援費についても同様の算定要件です。 

※ 定期的な会議の開催とは、おおむね週１回以上を指します。 
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加算届出書類（機能強化型〔単独〕） 

 

提出書類 
機能強化型 

(Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ) (Ⅳ) 

変更届出書（様式第７号） ● ● ● ● 

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書 ● ● ● ● 

介護給付費等の算定に係る体制状況一覧表 ● ● ● ● 

管理者・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 

（別添 29） 
● ● ● ● 

機能強化型サービス支援費に係る届出書 

（別添 1-5）※単独用 
● ● ● ● 

利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての

留意事項に係る伝達等を目的とした会議記録の写し

（任意様式） 

● ● ● ● 

現任研修を修了した相談支援専門員による同行研修

の記録や研修計画（任意様式） 
● ● ● ● 

基幹相談支援センターから紹介された困難事例の受

け入れ状況の記録（任意様式） 
● ● ● ● 

基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等へ

の参加状況の記録（任意様式） 
● ● ● ● 

特定相談支援及び障がい児相談支援に係る前６月間

の介護給付費・訓練等給付費等明細書 
● ● ● ● 

協議会に定期的に参画し、関係機関等の連携の緊密

化を図るために必要な取組を実施していることがわ

かる資料 

● ● ●  

基幹相談支援センターが行う地域の相談支援体制の

強化の取組に参画していることがわかる資料。 
● ● ●  

相談支援従事者現任研修修了証の写し ● ● ● ● 

24 時間の連絡体制整備が確認できる書類（任意様

式） 
● ●   

 

※ 「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を

目的とした会議」の議題には、少なくとも以下の議事を含めること。 

 ① 現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針 

 ② 過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方策 

 ③ 地域における事業者や活用できる社会資源の状況 

 ④ 保健医療及び福祉に関する諸制度 

 ⑤ アセスメント及びサービス等利用計画の作成に関する技術 

 ⑥ 利用者（本人及びその家族）からの苦情があった場合は、その内容及び改善

方針 

 ⑦ その他必要な事項 

※ 提出した書類が、上記のどの項目に該当することかを明確にすること。 
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（２）機能強化型サービス利用支援費（協働） 

※ 複数の指定特定相談支援事業所により一体的に管理運営を行う場合 

区分・単位数 算定要件 

機能強化型 

サービス利用支援費

（Ⅰ） 

 

２，０１４単位/月 

【要届出】 

①  常勤かつ専従の相談支援専門員を 4 名以上配置し、かつ、そのうち 1 名以上

が相談支援従事者現任研修を修了していること。 

② 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を 

目的とした会議を定期的に開催すること。 

③ 24 時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する 

体制を確保していること。 

④ 指定特定相談支援事業所の新規に採用した全ての相談支援専門員に対し相

談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の同行による研修を実施し

ていること。 

⑤ 基幹相談支援センター等から支援が困難な事例を紹介された場合についても、

計画相談支援等を提供していること。 

⑥ 基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。 

⑦ 指定特定相談支援事業所においてサービス利用支援又は継続サービス利用

支援を提供する件数（指定障がい児相談支援事業者の指定を併せて受け、一体

的に運営されている場合は、指定障がい児相談支援の利用者を含む。）が 1 月

間において相談支援専門員 1 人あたり 40 件未満であること。 

⑧ 一体的に管理運営を行っていること 

 ア 協働体制を確保する事業所間において、協定を締結している。 

 イ 算定の要件を満たしているか、事業所間で月１回確認を実施している。 

 ウ 原則全職員が参加するケース共有会議、事例検討会を月２回以上共同開催

している。 

⑨ 運営規程に、地域生活支援拠点等であると市町村により位置づけられているこ

とを定めていること。 

⑩ 協議会に定期的に参画し、関係機関等の連携の緊密化を図るために必要な取

組を実施していること。 

⑪ 基幹相談支援センターが行う地域の相談支援体制の強化の取組に参画してい

ること。 

⑫ 地域生活支援拠点等に係る関係機関との連携体制を確保するとともに、協議

会に定期的に参画していること。 

 

機能強化型 

サービス利用支援費

（Ⅱ） 

１，９１４単位/月 

【要届出】 

① 常勤かつ専従の相談支援専門員を３名以上配置し、かつ、そのうち 1 名以上が

相談支援従事者現任研修を修了していること。 

② 機能強化型サービス支援費（Ⅰ）の②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫

の要件を満たすこと。 

機能強化型 

サービス利用支援費

（Ⅲ） 

１，８２２単位/月 

【要届出】 

① 常勤かつ専従の相談支援専門員２名以上配置し、かつ、そのうち 1 名以上が相

談支援従事者現任研修を修了していること。 

② 機能強化型サービス支援費（Ⅰ）の②、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫の要

件を満たすこと。 

 

※ 機能強化型サービス利用支援費を取得した特定相談支援事業所は、毎月末までに、基

準の遵守状況に関する所定の様式を作成し、５年間保存する必要があります（標準様式

は福岡市ＨＰに掲載しております）。 

※ 機能強化型継続サービス利用支援費についても同様の算定要件です。 

※ それぞれの事業所で、常勤かつ専従の相談支援専門員を１名以上配置することが必要

です。 
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※ 協働する事業所すべてが、地域生活支援拠点等に位置づけられていることが必要で

す。 

※ 定期的な会議の開催とは、おおむね週１回以上を指します。 
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加算届出書類（機能強化型〔協働〕） 

 

提出書類 
機能強化型 

(Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ) 

変更届出書（様式第７号） ● ● ● 

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書 ● ● ● 

介護給付費等の算定に係る体制状況一覧表 ● ● ● 

管理者・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別添 29） ● ● ● 

機能強化型サービス支援費に係る届出書（別添 1-6） 

※協働用 
● ● ● 

利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事

項に係る伝達等を目的とした会議記録の写し（任意様式） 
● ● ● 

現任研修を修了した相談支援専門員による同行研修の記録

や研修計画（任意様式） 
● ● ● 

基幹相談支援センターから紹介された困難事例の受け入れ

状況の記録（任意様式） 
● ● ● 

基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等への参加

状況の記録（任意様式） 
● ● ● 

特定相談支援及び障がい児相談支援に係る前６月間の介護

給付費・訓練等給付費等明細書 
● ● ● 

相談支援従事者現任研修修了証の写し ● ● ● 

24 時間の連絡体制整備が確認できる書類（任意様式） ● ●  

事業所間の協定書の写し ● ● ● 

運営規程（「地域生活支援拠点等」の定めがあるもの） ● ● ● 

協議会に定期的に参画し、関係機関等の連携の緊密化を図

るために必要な取組を実施していることがわかる資料。 
● ● ● 

基幹相談支援センターが行う地域の相談支援体制の強化の

取組に参画していることがわかる資料。 
● ● ● 

地域生活支援拠点等に係る関係機関との連携体制を確保す

るとともに、協議会に定期的に参画していることがわかる

資料。 

● ● ● 

 

※ 「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を

目的とした会議」の議題には、少なくとも以下の議事を含めること。 

 ① 現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針 

 ② 過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方策 

 ③ 地域における事業者や活用できる社会資源の状況 

 ④ 保健医療及び福祉に関する諸制度 

 ⑤ アセスメント及びサービス等利用計画の作成に関する技術 

 ⑥ 利用者（本人及びその家族）からの苦情があった場合は、その内容及び改善

方針 

 ⑦ その他必要な事項 

※ 提出した書類が、上記のどの項目に該当することかを明確にすること。 
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※ 協定書は、少なくとも以下に示す事項を含む協定を締結したことが分かるよう

に記載すること。 

 協定の締結年月日、協定を締結する事業所名、協定の目的、協働により確保する

体制の内容、協働体制が維持されていることの確認方法、協働する事業所の義

務、協定が無効や解除となる場合の事由や措置、秘密保持、協定の有効期間 
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（３）質の高い支援の実施や専門性の高い相談支援体制等を評価する加算 
 

区分・単位数 算定方法等 

初回加算 

 

３００単位/月 

 

 

① 新規にサービス等利用計画を作成する場合 

②  計画相談支援対象障がい者等が障がい福祉サービス等を利用する月の前６月間

において障がい福祉サービス等を利用していない場合 

③ 指定計画相談支援の利用に係る契約をした日からサービス等利用計画案を利用

者に交付した日までの期間が３ヶ月を超える場合であって、３ヶ月が経過する日以後

に月２回以上、利用者等に面接した場合。 
※ ①における「新規」とは、利用者目線での「新規」にサービス等利用計画を作成する

場合であり、相談支援事業所が変更になるだけでは算定不可。なお、指定計画相談

支援を利用せずに障がい福祉サービス等を利用している利用者についてサービス等

利用計画を作成した場合は算定可。 

※ ③について、テレビ電話装置等を活用して面接した場合を含む。ただし、月に１回は

利用者の居宅等を訪問し、面接することを要する。 

※ 初回加算の算定月から前６月間において居宅介護支援事業所等連携加算を算定

している場合は算定不可。 

※ 退院・退所加算と医療・保育・教育機関等連携加算とは、同月に算定不可。 

主任相談支援専門員

配置加算（Ⅰ） 

３００単位/月 

【要届出】 

 

 

 

地域の相談支援の中核的な役割を担う指定特定相談支援事業所であって、常勤専

従の主任相談支援専門員を当該事業所に配置した上で、当該主任相談支援専門員

が、当該事業所の従業者及びその他の相談支援事業所の従事者に対し、その資質の

向上のため指導・助言を実施している場合に加算する。 

 

算定要件（記録等を作成の上、提出すること） 

（Ⅰ）、（Ⅱ）共通 

（１） 利用者に関する情報またはサービス提供にあたっての留意事項に係る伝達等

を目的とした会議の開催。 

（２） 新規に採用した全ての相談支援専門員に対する主任相談支援専門員の同行

による研修の実施。 

（３） 当該相談支援事業所の全ての相談支援専門員に対して、地域づくり、人材育

成、困難事例への対応などサービスの総合的かつ適切な利用支援等の援助技

術の向上等を目的として主任相談支援専門員が行う指導、助言。 

（Ⅰ）のみ 

（４） 基幹相談支援センターの委託を受けている、児童発達支援センターと一体的

に運営している又は地域の相談支援の中核を担う機関として市町村長が認める

指定特定（障がい児）相談支援事業所である。 

（５） 基幹相談支援センターが実施する地域の相談支援事業者の人材育成や支援

の質の向上のための取組の支援等を基幹相談支援センターの職員と共同で実施

している。 

（６） 他の指定特定相談支援事業所、指定障がい児相談支援事業所及び一般相

談支援事業所の従事者に対して上記（１）～（３）に該当する業務を実施してい

る。 

（Ⅱ）のみ 

（７） 基幹相談支援センターが実施する地域の相談支援事業者の人材育成や支援

の質の向上のための取組の支援等について協力している。 

※ 当該加算を算定する場合は、主任相談支援専門員を配置している旨を市へ届け

出るとともに、体制が整備されている旨を事業所に掲示し、公表する必要がある。 

※ （１）は当該主任相談支援専門員の参加が必須。 

※ （２）は実績が無い場合は、研修計画を作成すること。 

※ （３）～（７）については、実績が必要。 

※ 自事業所内での実施が困難と判断される場合は、（６）を実施している場合に限り、

（１）～（３）は未実施でよい。 

主任相談支援専門員

配置加算（Ⅱ） 

      １００単位/月 

【要届出】 
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入院時情報連携加算

（Ⅰ） 

３００単位/月 

 

 

 

 

入院時に利用者の基本情報、利用者の状態、支援における留意点等、家族・世帯の

状況、生活の状況、受診・服薬の状況等の情報提供した場合に算定。 

 

※ （Ⅰ）は医療機関を訪問して、当該医療機関の職員との面談し、必要な情報提供を

した場合に算定。（Ⅱ）は（Ⅰ）以外の方法での情報提供をした場合に算定。 

※ 医療機関との連携に当たっては、当該事項を記載した入院時情報提供書を作成

し、当該利用者の同意の上、医療機関に提供することを基本とする。 

※ 利用者１人につき、１月に１回を限度。 

※ 入院時情報連携加算（Ⅰ）（Ⅱ）の同時算定不可。 

※ 居宅介護支援事業所等連携加算と同時算定不可。 

※ 利用者が重度訪問介護を利用して入院する場合は、当該利用者を支援する重度

訪問介護事業所と連携の上、当該入院に係る医療機関との連携を行うものとする。

その際、入院時情報提供書は、当該重度訪問介護事業所と共同で作成することも考

えられるが、他の事業所が代表して作成した入院時情報提供書を提供することのみ

をもって、（Ⅱ）を算定することはできない。 

※ 情報提供を行った日時、場所（医療機関に出向いた場合）、内容及び提供手段（面

談、ＦＡＸ等）等について記録を作成し、５年間保存すること。 

入院時情報連携加算

（Ⅱ） 

１５０単位/月 

 

 

 

 

退院・退所加算 

 

３００単位/回 

病院、診療所、障がい者支援施設等へ入院・入所をしていた障がい者等が退院・退

所し、障がい福祉サービス又は地域相談支援を利用する場合に、医療機関等の職員と

の面談による情報収集を行った上でサービス等利用計画を作成した場合に加算。 

 

※ 利用者１人につき、入院・入所中に３回を限度として加算。 

  ただし、初回加算を算定する場合は算定不可。 

※ 面談をした相手や面談日時、その内容の要旨及びサービス等利用計画に反映され

るべき内容についての記録を作成し５年間保存すること。 

※ 居宅介護支援事業所等連携加算と同時算定不可。 

 

居宅介護支援事業所

等連携加算 

 

３００単位/月 

（②、③、⑤、⑥） 

 

１５０単位/月 

（①、④） 

 

 

 

 介護保険への移行、就職等により、障がい福祉サービスの利用を終了する場合に、居

宅介護支援事業所、雇用先の事業所、障害者就業・生活支援センター等への引継ぎ

に一定期間を要するものに対し、次の①～⑥のいずれかの業務を行った場合に加算。 

  

 ① 指定居宅介護支援事業所に対して利用者に関する必要な情報を提供し、居宅サ

ービス計画又は介護予防サービス計画作成等に協力する場合 

 ② 利用者が指定居宅介護支援又は指定介護予防支援（以下、「指定居宅介護支

援等」という。）の利用を開始するに当たり、月２回以上、利用者等に面接する場合 

 ③ 利用者が指定居宅介護支援等の利用を開始するに当たり、指定居宅介護支援

事業所等が開催する会議に参加する場合 

 ④ 雇用先事業所等に対して利用者に関する必要な情報を提供し、雇用先事業所等

における利用者の支援内容の検討に協力する場合 

 ⑤ 利用者が通常の事業所に新たに雇用されるに当たり、月２回以上、利用者等に面

接する場合 

 ⑥ 利用者が通常の事業所に新たに雇用されるに当たり、雇用先事業所等が開催す

る会議に参加する場合 

 

※ １月につき、それぞれに定める単位数（それぞれ２回を限度とする）を合算した単位 

数を加算し、障がい福祉サービス等の利用を終了した日から起算して６月以内におい 

ては、１月にそれぞれ定める単位数を合算した単位数を加算する。 

※ 指定サービス利用支援費、指定継続サービス利用支援費、入院時情報連携加算 

又は退院・退所加算を算定している月は、当該加算は算定できない（①、④について 

は、指定サービス利用支援費、指定継続サービス利用支援費を算定している月でも 

算定可能である。） 

※ 「必要な情報の提供」は文書（この目的のために作成した文書に限る）によるものを

基本報酬を算定して
いない月でも請求可 

基本報酬を算定して
いない月でも請求可 
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いう。 

※ 「作成等に協力する場合」、「支援内容の検討に協力する場合」とは、具体的には、 

介護保険法に規定する指定居宅介護支援事業所等の介護支援専門員や障害者就 

業・生活支援センターの職員等が実施するアセスメントに同行することや、当該利用 

者に関する直近のサービス等利用計画やモニタリング結果等を情報提供した上で、 

利用者の心身の状況、生活環境及びサービスの利用状況等を介護支援専門員等に 

対して説明を行った場合等をいう。 

※ 「面接」については、テレビ電話装置等を活用して面接した場合を含む。ただし、月に 

１回は利用者の居宅等を訪問し、面接することを要するものである。「居宅等」とは、 

利用者の居宅、障害者支援施設等、病院をいう。 

※ 会議への参加については、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものであ 

る。 

※ 複数の指定居宅介護支援事業所等又は雇用先事業所等が開催する会議が同一  

日に連続して一体的に開催される場合、算定回数は１回とする。また、当該加算は利

用者が指定居宅介護支援等の利用を開始する場合、通常の事業所等に新たに雇

用された場合に算定できるものである。 

※ 算定する場合は、記録を作成し、５年間保存すること。 

 

医療・保育・教育機関

等連携加算 

 

３００単位/月 

（①-Ⅱ、②） 

 

２００単位/月 

（①-Ⅰ） 

 

１５０単位/月 

（③） 

指定（継続）サービス利用支援の実施時において、下記の①～③のいずれかの業務

を行った場合に加算。 

 

① 福祉サービス等提供機関の職員等と面談又は会議を行い、利用者に関する必

要な情報の提供を受けた上で、以下を行った場合。 

Ⅰ 指定サービス利用支援 

Ⅱ 継続サービス利用支援 

② 利用者が病院等に通院するに当たり、病院等を訪問し、当該病院等の職員に対

して、利用者の心身の状況、生活環境等の利用者に係る必要な情報を提供した

場合（算定回数は月３回を限度とする。同一の病院等については月１回を限度とす

る。） 

③ 福祉サービス等提供機関からの求めに応じて、福祉サービス等提供機関に対し

て利用者に関する必要な情報を提供した場合（病院及び訪問看護事業所とそれ

以外の福祉サービス等提供機関のそれぞれで月１回を限度とする。） 

※ 福祉サービス等提供機関には、障がい福祉サービス等事業者を除く。具体的には、

病院等、訪問看護事業所、企業、児童相談所、保育所、幼稚園、小学校、特別支

援学校等。 

※ 初回加算を算定した場合又は退院・退所加算を算定し、かつ、当該退院医療機関

等のみから情報提供を受けている場合は算定不可。 

※ ③を算定するに当たって、同病院等に対して通院同行（②）による情報提供を行っ

ている場合は算定不可だが、異なる病院等に対して情報提供を行う場合は算定可。 

※ ①～③に該当する場合、１月につきそれぞれで定める単位数を合算した単位数を

加算する。 

※ 面談をした相手や日時、その内容の要旨及びサービス等利用計画に反映されるべ

き内容に関する記録を作成し 5 年間保存すること。 
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集中支援加算 

 

３００単位/月 

（①～④） 

 

１５０単位/月 

（⑤） 

 

 

 

指定（継続）サービス利用支援を実施する月以外の月において、下記の①～⑤のい 

ずれかの業務を行った場合に加算。 

 

① 障がい福祉サービスの利用に関して、利用者等の求めに応じ、利用者の居宅等

（障がい児の場合は居宅に限る）を訪問し、利用者及び家族との面接を月２回以上

実施した場合（テレビ電話装置等を活用して面接した場合を含む。ただし、月１回

は利用者の居宅等を訪問し、面接することを要する。） 

② 利用者又は家族も出席した、障がい福祉サービス事業者等が参加するサービス

担当者会議を開催した場合。 

③ 病院、企業、保育所、特別支援学校又は地方自治体等からの求めに応じ、当該

機関の主催する会議へ参加した場合。 

④ 利用者が病院等に通院するに当たり、病院等を訪問し、当該病院等の職員に対

して、利用者の心身の状況、生活環境等の利用者に係る必要な情報を提供した

場合（算定回数については、月３回を限度とする。同一の病院等については月１回

を限度とする。） 

⑤ 福祉サービス等提供機関からの求めに応じて、福祉サービス等提供機関に対し

て利用者に関する必要な情報を提供した場合（病院及び訪問看護事業所又はそ

れ以外の福祉サービス等提供機関の区分ごとに、それぞれ月１回を限度とする。） 

 

※ 福祉サービス等提供機関とは、具体的には、障がい福祉サービス事業者、一般相

談支援事業者、病院等、訪問看護事業所、企業、地方自治体等。 

※ ③の場合において、居宅介護支援事業所等連携加算における会議参加と会議の

趣旨、つなぎ先等が同等で、居宅介護支援事業所等連携加算を算定する場合は、

算定不可。 

※ 基本報酬、入院時情報連携加算（Ⅰ）、退院・退所加算を算定している月は、当該

加算は算定不可。 

※ ①～⑤に該当する場合、１月につきそれぞれで定める単位数を合算した単位数を

加算する。 

※ 実施した日時、その内容の要旨等に関する記録を作成し 5 年間保存すること。 

 

サービス担当者会議実

施加算 

 

１００単位/月 

 継続サービス利用支援の実施時において、利用者の居宅等を訪問し利用者に面接す

ることに加えて、サービス等利用計画に位置付けた福祉サービス等の担当者を招集し

て、サービス担当者会議を開催し、計画の変更その他必要な便宜の提供について検討

を行った場合に加算する。 

 

※ サービス利用支援の一連の流れで行う担当者会議は加算に該当しない。 

※ サービス担当者会議において検討した結果、サービス等利用計画の変更などを行

った場合は、サービス利用支援費を算定することとなるため、算定不可。 

※ 医療・保育・教育機関等連携加算①を算定する場合も、同加算においてサービス

担当者会議の開催等に係る業務を評価していることから、当該加算は算定不可。 

※ サービス担当者会議の出席者や開催日時、検討した内容等に関する記録を作成

し、５年間保存すること。 

 

サービス提供時モニタリ

ング加算 

 

１００単位/月 

継続サービス利用支援の実施時又はそれ以外の機会において、サービス等利用計

画に位置付けた福祉サービス事業所やサービスの提供場所を訪問し、サービス提供場

面を直接確認することにより、サービスの提供状況について詳細に把握し、確認結果の

記録を作成した場合に加算する。 

なお、実施に当たっては、下記のような事項を確認し、記録するものとする。 

 

① 障がい福祉サービス等の事業所等におけるサービス提供状況。 

② サービス提供時の利用者の状況。 

③ その他の必要な事項 

基本報酬を算定して
いない月でも請求可 
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※ 相談支援専門員 1 人当たり 1 月に 39 件（相談支援員は 19 件）を限度として加算

（当該利用者が利用する指定障がい福祉サービス事業所等の業務と兼務している場

合であって、かつ当該事業所におけるサービス提供場面のみを確認した場合は、算

定不可。） 

※ 障がい福祉サービス等の提供場所等が特別地域に所在する場合であって、指定特

定相談支援事業所との間に一定の距離がある場合は、訪問に代えてテレビ電話装置

等を活用してサービス提供場面を確認することも可能（一定の距離とは障がい福祉サ

ービス事業所等の提供場所等への訪問に片道概ね１時間を要する距離とする。ま

た、当該時間については、交通機関の運行頻度が少ない等により、合理的経路かつ

最短時間となる移動方法を選択した場合の待機時間も含める。） 

※ 定期のモニタリングに付随して算定できる加算ではない。 

※ 確認結果等に関する記録を作成し、５年間保存すること。 

 

行動障害支援体制加

算（Ⅰ） 

 

６０単位/月 

【要届出】 

 

 

Ⅰ 強度行動障害支援者養成研修（実践研修）等を修了した常勤の相談支援専門

員を１名以上配置した上で、その旨を公表しており、強度行動障害児者（障害支援

区分３かつ行動関連項目等の合計点数が 10 点以上の者）に対して現に指定計

画相談支援を行っている場合に加算。 

 

Ⅱ 強度行動障害支援者養成研修（実践研修）等を修了した常勤の相談支援専門

員を１名以上配置した上で、その旨を公表している場合に加算。 

 

※ 利用者が強度行動障害児者に該当するかについて、一定期間毎に確認すること

（Ⅰを算定する場合。） 

※ 「現に指定計画相談支援を行っている」とは、前６月に、強度行動障害児者に対し

て指定計画相談支援を行っていることとする（Ⅰを算定する場合） 

※ 研修を修了した相談支援専門員が同一敷地内に所在する指定障害児相談支援

事業所の職務を兼務する場合であって、強度行動障害児の保護者に対して指定障

害児相談支援を行っている場合も当該区分に該当する（Ⅰを算定する場合。） 

※ 強度行動障がいを有する者からの利用申込があった場合に、利用者の障がい特性

に対応できないことを理由にサービスの提供を拒むことは認められない。 

 

行動障害支援体制加

算（Ⅱ） 

 

       ３０単位/月 

【要届出】 

 

要医療児者支援体制

加算（Ⅰ） 

 

６０単位/月 

【要届出】 

 

 

Ⅰ 医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了した常勤の相談支援専門員を

１名以上配置した上で、その旨を公表しており、かつ、当該相談支援専門員によ

り、医療的ケア児者に対して現に指定計画相談支援を行っている場合に加算。 

 

Ⅱ 医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了した常勤の相談支援専門員を

１名以上配置した上で、その旨を公表している場合に加算。 

 

※ 重症心身障害児者コーディネーター等養成研修を受講した場合には、医療的ケア

児等コーディネーター養成研修を受講したものとみなす。 

※ 支援対象者にスコア表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態

である者（以下、「対象医療的ケア児者」という。）がいる場合に、全ての利用者に対

し、算定可。なお、利用者が対象医療的ケア児者に該当するかについて、一定期間

毎に確認すること（Ⅰを算定する場合。） 

※ 「現に指定計画相談支援を行っている」とは、前６月に、対象医療的ケア児者に対し

て、指定計画相談支援を行っていることとする（Ⅰを算定する場合） 

※ 研修を修了した相談支援専門員が同一敷地内に所在する指定障害児相談支援

事業所の職務を兼務する場合であって、対象医療的ケア児者（18 歳未満の者に限

る）の保護者に対して指定障害児相談支援を行っている場合も当該区分に該当する

（Ⅰを算定する場合。） 

要医療児者支援体制

加算（Ⅱ） 

 

       ３０単位/月 

 

【要届出】 
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※ 医療的ケア児等からの利用申込があった場合に、利用者の障がい特性に対応でき

ないことを理由にサービスの提供を拒むことは認められない。 

精神障害者支援体制

加算（Ⅰ） 

 

６０単位/月 

 

【要届出】 

 

 

Ⅰ 地域生活支援事業による精神障がい者の障がい特性及びこれに応じた支援技

法等に関する研修を修了した常勤の相談支援専門員を事業所に配置した上で、

その旨を公表しており、利用者が通院又は利用する病院等における保健師・看護

師（精神障がい者の支援に関する一定の研修を修了した者に限る。）又は精神保

健福祉士と連携する体制が構築されており、かつ、当該相談支援専門員により、

精神障がい者に対して、現に指定計画相談支援を行っている場合に加算。 

 

Ⅱ 地域生活支援事業による精神障がい者の障がい特性及びこれに応じた支援技

法等に関する研修を修了した常勤の相談支援専門員を事業所に配置した上で、

その旨を公表している場合に加算。 

※ 支援対象者に精神障がい者がいる場合に、すべての利用者に対し、算定可。 

※ 「現に指定計画相談支援を行っている」とは、前６月に、精神障がい者に対して、指

定計画相談支援を行っていることとする（Ⅰを算定する場合） 

※ 研修を修了した相談支援専門員が同一敷地内に所在する指定障害児相談支援

事業所の職務を兼務する場合であって、精神に障がいのある児童の保護者に対して

指定障害児相談支援を行っている場合も当該区分に該当する（Ⅰを算定する場

合。） 

※ 「保健師、看護師又は精神保健福祉士と連携する体制が構築されていること」と

は、少なくとも１年に１回以上、研修を修了した相談支援専門員と保健師、看護師又

は精神保健福祉士との間で面談又は会議を行い、精神障がい者に対する支援に関

して検討を行っていることとする（Ⅰを算定する場合。） 

※ 支援を行う病院等又は訪問看護事業所は、療養生活継続支援加算を算定してい

る病院等、精神科重症患者支援管理連携加算の届出をしている訪問看護事業所を

いう（Ⅰを算定する場合。） 

※ 利用者は当該病院等に、前１年以内に通院又は利用していることとする（Ⅰを算定

する場合。） 

 

精神障害者支援体制

加算（Ⅱ） 

 

       ３０単位/月 

 

【要届出】 

 

高次脳機能障害支援

体制加算Ⅰ 

 

       ６０単位/月 

 

【要届出】 

 

 

Ⅰ 高次脳機能障害支援者養成研修を修了した常勤の相談支援専門員を１名以上

事業所に配置した上で、その旨を公表しており、かつ、当該相談支援専門員によ

り、高次脳機能障害を有する利用者に対して現に指定計画相談支援を行っている

場合に加算する。 

 

Ⅱ 高次脳機能障害支援者養成研修を修了した常勤の相談支援専門員を事業所

に１名以上配置した上で、その旨を公表している場合に加算。 

 

※ 利用者が高次脳機能障害を有するかは一定期間毎に確認すること。確認方法につ

いては下記を参考にすること（Ⅰを算定する場合。） 

（１） 障がい福祉サービス等の支給決定における医師の意見書 

（２） 精神障害者保健福祉手帳の申請における医師の診断書 

（３） その他医師の診断書等（原則として主治医が記載したものであること。） 

※ 「現に指定計画相談支援を行っている」とは、前６月に、高次脳機能障がい者に対し

て、指定計画相談支援を行っていることとする（Ⅰを算定する場合） 

※ 研修を修了した相談支援専門員が同一敷地内に所在する指定障害児相談支援

事業所の職務を兼務する場合であって、高次脳機能障がい者（18 歳未満の者に限

る）の保護者に対して指定障害児相談支援を行っている場合も当該区分に該当する

（Ⅰを算定する場合。） 

高次脳機能障害支援

体制加算Ⅱ 

 

       ３０単位/月 

 

【要届出】 
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ピアサポート体制加算 

 

１００単位/月 

 

【要届出】 

 地域生活支援事業による障がい者ピアサポート研修の基礎研修及び専門研修を修

了した者について、次の要件をいずれも満たすように配置し、当該者がその他の従業

者に対して障がい者に対する配慮等に関する研修を年１回以上行っている場合かつ、

その旨を公表している場合に加算。 

 ① 障がい者又は障がい者であったと市長が認める者（以下「障がい者等」という。） 

 ② 管理者又は相談支援専門員又はその他指定計画相談支援に従事する者 

 ※ ①、②ともに常勤換算方法で0.5以上であることを要する。 

 ※ なお、常勤換算方法の算定については、併設する事業所（指定自立生活援助

事業所、指定一般相談支援事業所又は指定障がい児相談支援事業所に限る。）

を兼務する職員については、兼務先の勤務時間を合計して0.5以上になる場合を含

む。 

  

 ※ 「障がい者等」は、各種手帳や診断書等で判断する。 

 

地域生活支援拠点等

相談強化加算 

７００単位/回 

 

 

 

地域生活支援拠点等である特定相談支援事業所の相談支援専門員が、障がいの

特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた者（以

下、「要配慮者」という。）又はその家族等からの要請に基づき、速やかに指定短期入

所事業所に対して当該要支援者に関する必要な情報の提供及び当該指定短期入所

の利用に関する調整（以下、連絡・調整という。）を行った場合に加算。 

 

※ 地域生活支援拠点等の「相談」の機能を担う事業所として市町村から認定を受

けていることが必要。 

※ 利用者１人につき１月４回を限度とする。 

※ 他の特定相談支援事業所において計画相談支援を行っている要支援者又はそ

の家族等からの要請に基づき連絡・調整を行った場合は算定不可。 

※ 当該要支援者が指定短期入所を含む障がい福祉サービス等を利用していない

場合においては、当該指定特定相談支援事業所によりサービス利用計画の作成

を行った場合は、当該計画作成に係るサービス利用支援費の算定に併せて算定

可。 
※ 指定自立生活援助事業所又は地域定着支援事業所と一体的に事業を行って

いる場合であって、かつ、当該指定自立生活援助事業所又は地域定着支援事業

所において当該利用者に係る自立生活援助における緊急時支援加算又は地域

定着支援サービス費を算定する場合は、特定相談支援事業所において当該加算

の算定不可。 
※ 要請のあった時間、要請の内容、連絡・調整を行った時刻及び地域生活支援拠

点等相談強化加算の算定対象である旨を記録し、５年間保存すること。 

 

地域体制強化共同支

援加算 

２，０００単位/回 

 

 

支援が困難な利用者に対して、当該相談支援事業所の相談支援専門員又は相談

支援員と福祉サービスを提供する事業者の職員等が、会議等により情報共有及び支

援内容を検討し、在宅での療養又は地域において生活する上で必要となる説明及び

指導等の必要な支援を共同して実施するとともに、地域課題を整理し、協議会に報告

を行った場合に加算。 

※ 協議会に報告する事例は、利用者の支援に当たり、広く地域の関係者間で検討

する必要性がある課題が想定される。 

※ 運営規程において、市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられてい

ることを定めていること又は地域生活支援拠点等に係る関係機関との連携体制を

確保するとともに、協議会に定期的に参画していること。 

※ 会議を行った場合及び利用者に対する説明及び指導等の必要な支援を行った

場合は、利用者氏名、担当相談支援専門員氏名、開催年月日、場 所、開始時

刻・終了時刻、出席者(氏名、所属、職種)、検討内容の概要記録を作成し、５年

間保存すること。 

 

基本報酬を算定して
いない月でも請求可 

基本報酬を算定して
いない月でも請求可 
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遠隔地訪問加算 

３００単位/回 

 

 特別地域加算の対象区域に所在し、かつ、指定特定相談支援事業所との間

に一定の距離がある利用者の居宅等、病院等その他機関を訪問して、以下の

加算を算定する場合に、これらの加算の算定回数に応じて加算する。 

 

 ① 初回加算 

   ・契約日から３月を経過する日以降に、月２回以上、利用者の居宅等を訪

問して面接した場合に限る。当該面接をした月数に応じて加算する。 

 ② 入院時情報連携加算 

   ・病院等への訪問による情報提供に限る。 

 ③ 退院退所加算 

 ④ 居宅介護支援事業所等連携加算 

   ・利用者の居宅等への訪問により面接する場合に限る。 

 ⑤ 医療・保育・教育機関等連携加算 

   ・福祉サービス等提供機関への面談又は会議により情報提供を受ける場

合、利用者が病院等に通院するに当たり、病院等への訪問により情報提供

する場合に限る。 

 ⑥ 集中支援加算 

   ・利用者の居宅等への訪問により月２回以上面接する場合、利用者が病院

等に通院するに当たり、病院等への訪問により情報提供する場合に限る。 

※ 一定の距離については、利用者の居宅その他機関への訪問に概ね片道

１時間を要する距離。また、当該時間については、交通機関の運行頻度が

少ない等により、合理的経路かつ最短時間となる移動方法を選択した場合

の待機時間も含む。 

※ 算定に当たっては、300単位に①～⑥までの算定回数の合計を乗じて得

た単位数を算定するが、初回加算については、月数３を限度とする。 

地域生活支援拠点等

機能強化加算 

５００単位/月 

 

 計画相談支援及び障がい児相談支援（機能強化型（継続）サービス利用支援

費（Ⅰ）又は（Ⅱ）を算定する場合に限る。）と自立生活援助、地域移行支援及び

地域定着支援の全てのサービス（以下「拠点機能強化サービス」と称する。）を

一体的に運営していること又は拠点機能強化サービスに係る複数の事業者が地

域生活支援拠点等のネットワークにおいて相互に連携して運営しており、かつ、

市町村により地域生活支援拠点等に位置付けられた場合であって、相互の有機

的な連携及び調整等の業務に従事する者（以下「拠点コーディネーター」とい

う。）が常勤で１名以上配置されている事業所（拠点コーディネーターが当該事

業所以外の拠点関係機関に配置されている場合を含む。以下「拠点機能強化

事業所」という。）について加算。 

※ 拠点コーディネーターの要件及び業務については、「地域生活支援拠点・

ネットワーク運営推進事業の実施について（令和６年３月29日障発0329第８

号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）」を参照。 

※ 拠点コーディネーター１人当たり、１月につき100回を上限として算定する。 

※ 拠点機能強化事業所は、１月に１回以上の頻度で、拠点コーディネーター

及び拠点機能強化事業所の従業者が参加し、当該加算の算定状況の共有

に加え、地域生活支援拠点等における機能の整備状況、支援において明ら

かになった地域課題の抽出及び共有その他地域生活支援拠点等の機能強

化を推進するために必要な事項を協議すること。また、協議内容について

は、書面等で市町村と共有すること。 

※ 「地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化について（令和６年３

月29日障障発第0329第１号）」も参照すること。 
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加算届出書類（体制加算） 

提出書類 

行動

障害

支援

体制 

加算

(Ⅰ) 

(Ⅱ) 

 

要医療

児者支

援体制

加算 

(Ⅰ) 

(Ⅱ) 

 

精神障

害者支

援体制

加算 

(Ⅰ) 

(Ⅱ) 

ピア

サポ

ート

体制

加算 

変更届出書（様式第７号） ● ● ● ● 

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書 ● ● ● ● 

介護給付費等の算定に係る体制状況一覧表 ● ● ● ● 

管理者・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 

（別添 29） 
● ● ● ● 

行動障害・要医療児者・精神障害者支援体制加算に係

る届出書（別添 39） 
● ● ●  

強度行動障害支援者養成研修（実践研修）修了証 ●    

医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了証  ●   

精神障害者の障害特性及びこれに応じた支援技法等に

関する研修修了証 
  ●  

当該研修修了者を配置している旨を公表していること

が分かる資料 
● ● ●  

ピアサポート体制加算に関する届出書（別添 22）    ● 

障害者ピアサポート研修修了証（基礎研修及び専門研

修） 
   ● 

当該研修修了者が従業者に対し障がい者に対する配慮

等に関する研修を行っている旨の記録や研修計画（任

意様式） 

   ● 

（「障がい者又は障がい者であったと都道府県知事が認

める者」の場合）障害者手帳、医師の診断書 等 
   ● 

当該研修修了者を配置している旨を事業所に掲示・公

表していることが分かる資料 
   ● 
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加算届出書類（体制加算） 

提出書類 

主任相談支援専

門員配置加算 

(Ⅰ) 

 

主任相談支援専

門員配置加算 

 

(Ⅱ) 

変更届出書（様式第７号） ● ● 

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書 ● ● 

介護給付費等の算定に係る体制状況一覧表 ● ● 

管理者・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 

（別添 29） 
● ● 

主任相談支援専門員配置加算に係る届出書（別添９） ● ● 

主任相談支援専門員養成研修会の修了証 ● ● 

当該研修修了者を配置している旨を事業所に掲示・公表

していることが分かる資料 
● ● 

利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項

に係る伝達等を目的とした会議記録の写し（任意様式）① 
● ● 

新規で採用した相談支援専門員に対し、主任相談支援専

門員による同行研修の記録や研修計画（任意様式）② 
● ● 

事業所内のすべての相談支援専門員に対して、地域づくり、

人材育成、困難事例への対応などサービスの総合的かつ適切

な利用支援等の援助技術の向上等を目的とした指導及び助言

を実施していることが分かる資料（任意様式）③ 

● ● 

基幹相談支援センター等が実施する地域の相談支援事業

者の人材育成や支援の質の向上のための取組の支援等基

幹相談支援センターの職員と共同で実施していることが

わかる資料（任意様式）④ 

●  

基幹相談支援センターが実施する地域の相談支援事業者

の人材育成や支援の質の向上のための取組の支援等につ

いて協力していることがわかる資料（任意様式）⑤ 

 ● 

他の指定特定相談支援事業所、指定障がい児相談支援事

業所及び一般相談支援事業所の従業者に対して、上記①

～③に該当する業務を実施していることがわかる資料

（任意様式）⑥ 

● 

 

 

● 

（任意） 

 

 

※自事業所での実施が困難と判断される場合は、⑥が「有」の場合に限り、①～③

は無しでよい。 

※①～⑥については、当該主任相談支援専門員による実績を添付すること。ただ

し、②に関しては、新規で採用した相談支援専門員がいない場合に限り、研修計

画を作成の上、提出すること。 
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別表 モニタリング実施標準期間 

 対象 標準期間 

① 新規支給決定又は支給決定の更新又は変更により、サービスの種類、内

容又は量に著しく変更があった者のうち、（ａ）～（ｄ）のいずれかに該当

する者 

（ａ） 新規に支給決定を受ける者のうち、居宅介護、重度訪問介護、同

行援護、行動援護、生活介護、短期入所のいずれかを利用する者 

（ｂ） サービスの支給量の変更により、支給量判定基準を超える者（通

院証明書による支給量の上乗せを除く） 

（ｃ） 住環境や生活環境の変化、家庭環境やライフステージの変化等に

より、サービスの種類、内容、量に変動がある者 

（ｄ） 障がい福祉サービスのうち、居宅介護、重度訪問介護、同行援

護、行動援護、生活介護、短期入所のいずれかを利用する者で、指

定特定相談支援事業所が変更になった者 

１月（毎月） 

ごと 

※ただし、最初の３

月間に限る。その

後の設定期間を⑤

に準じて「２、３

月ごと」とした場

合は、計画案にモ

ニタリング期間設

定理由を記載 

② 療養介護、重度障がい者等包括支援及び施設入所支援を除く障がい福祉

サービスを利用する者又は地域定着支援を利用する者のうち、以下の

（ａ）～（ｃ）のいずれかに該当する者（①に該当するものを除く） 

（ａ） 障がい者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援

を行うことが必要である者  

（ｂ） 単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障がい、

疾病等のため、自ら指定障がい福祉サービス事業者等との連絡調整

を行うことが困難である者 

（ｃ） 常時介護を要する障がい者等であって、意思疎通を図ることに著

しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にある

もの、並びに知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を

有する者（重度障がい者等包括支援の支給決定を受けていない者に

限る。） 

１月（毎月） 

ごと 

※毎月モニタリング

報告書の区への提

出が必要 

※計画案に 

モニタリング期間

設定理由を記載 

③ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、就労移行支

援、自立訓練、就労定着支援、自立生活援助、日中サービス支援型共同生

活援助を利用する者 

３月ごと 

④ 障がい福祉サービスを利用する者（①、②、③に該当する者を除く）、地

域移行支援又は地域定着支援を利用する者 

施設入所支援、療養介護、重度障がい者等包括支援を利用する者 

６月ごと 

⑤(

①
～
④
に
当
て
は
ま
ら
な
い
場
合
） 

①～④は「標準」であり、上記標準期間では、適当なモニタリング期間

が導かれない場合は、以下の勘案事項を踏まえ、対象者の状況に応じて、

「２、３月ごと」や、在宅サービスを利用する者で、状態が安定してお

り、電話等により定期的に状況を確認できる者を「１年ごと」にするな

ど、柔軟に設定することが可能である。 

※勘案事項 

１） 障がい者等の心身の状況 

２） 障がい者等の置かれている環境（生活環境、家庭環境等） 

３） 総合的な援助の方針（援助の全体目標）   

４） 生活全般の解決すべき課題   

５） 提供されるサービスの目標及び達成時期 

６） 提供されるサービスの種類、内容、量 

７） サービスを提供する上での留意事項 等 

対象者の状況に応じ

た期間 

※「２月ごと」、「３

月ごと（標準期間

が３月ごとではな

い利用者に限る）」

とした場合は計画

案にモニタリング

期間設定理由を記

載 

 


